
障害支援区分の基本的な考え方
及び

障害支援区分の現状と課題について

令和５年７月２０日（木）

秋田県健康福祉部障害福祉課

地域生活支援チーム
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Ⅰ　障害支援区分導入の経緯

Ⅰ　障害支援区分導入の経緯

Ⅱ　制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ　障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ　その他留意事項

Ⅴ　障害支援区分の現状と課題　



障害者総合支援法における「障害支援区分」

障害支援区分とは？

○障害者総合支援法第４条第４項
障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて
必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして
厚生労働省令で定める区分

　

支給決定プロセスの透明化・明確化のため、
公正・中立・客観的な指標の一つとして認定されるもの

3

共通編　Ｐ４



障害保健福祉施策の歴史

4

障害者基本法
（心身障害者対策基本法と

して昭和45年制定）

身体障害者福祉法
（昭和24年制定）

知的障害者福祉法
（精神薄弱者福祉法として

昭和35年制定）

精神保健福祉法
（精神衛生法として

昭和25年制定）

国
際
障
害
者
年
　
“
完
全
参
加
と
平
等
”

【S56】

心身障害者対策
基本法から障害

者基本法へ

精神薄弱者
福祉法から
知的障害者
福祉法へ

精神衛生法
から精神保

健法へ

精神保健法
から精神保
健福祉法へ

【H5】

【H10】

支
援
費
制
度
の
施
行

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行

障
害
者
自
立
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
施
行

障害者基本法
の一部改正

障
害
者
総
合
支
援
法
施
行

「ノーマライゼーション」理念の浸透

利用者が
サービスを
選択できる

仕組み

３障害共通
の制度

地域
生活を支援

地域社会におけ
る共生の実現

難病等を
対象に

共生社会
の実現

相談支援の充実、障
害児支援の強化など

【S62】 【H7】

【H23】

障
害
者
総
合
支
援
法
・

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
法
成
立

「生活」と「就労」に関す
る支援の充実など

改
正
法
の
施
行
・
報
酬
改
定

【H15】 【H18】 【H24.4】 【H25.4】 【H28.5】 【H30.4】

共通編　Ｐ５
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　① 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者 

　　　（身体上の障害がある18歳以上の者で、都道府県知事から身体障害者手帳の

　　　　交付を受けたもの） 

　② 知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者 

　③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者のうち

　  18歳以上である者

　　　（※ ②を除き、発達障害者支援法に規定する発達障害者を含む。） 

　④ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定める

　　ものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上

　　であるもの （＝難病等対象者）

障害者総合支援法による障害者の定義

　

　① 身体に障害のある児童

　② 知的障害のある児童

　③ 精神に障害のある児童（発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む。）

　④ 難病対象である児童　

児童福祉法による障害児の定義

各法律における障害児・者の定義
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対象となる
申請者

障害者 
（児童福祉法の規定に基づき15歳以上18歳未満の児童が障害者のみを対象とす
るサービスを利用する場合及び精神保健福祉センターの意見等に基づき精神障
害者である児童が障害者のみを対象とするサービスを利用する場合を含む。） 

※ 障害児については、以下の理由から障害支援区分は設けられていない 。
　① 発達途上にあり時間の経過と共に障害の状態が変化すること 。
　② 乳児期については通常必要となる育児上のケアとの区別が必要なこと 。
　③ 現段階では直ちに使用可能な指標が存在しないこと 。

認定の
有効期間

３年を基本とし、障害者の心身の状況から状態が変動しやすいと考えられる場合
等は、審査会の意見に基づき３か月以上３年未満の範囲で短縮できる。 
※同行援護アセスメント調査票の有効期間も同様の取扱いとして差し支えない。

障害支援区分認定の対象者



「障害者自立支援法」のポイント

7

共通編　Ｐ９



障害者自立支援法から障害者総合支援法※へ（平成25年4月1日施行）
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共通編　Ｐ１２



「障害者自立支援法」のポイント

9

共通編　Ｐ１４



「障害者自立支援法」のポイント

10

共通編　Ｐ１５
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Ⅱ　制度における障害支援区分の位置付け

Ⅰ　障害支援区分導入の経緯

Ⅱ　制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ　障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ　その他留意事項

Ⅴ　障害支援区分の現状と課題　



障害者支援の考え方と障害支援区分

12

共通編　Ｐ２１



○　障害支援区分は、市町村がサービスの支給決定時に、勘案事項の
一つとして考慮するほか、主に以下の３つの項目において用いられる。

制度における障害支援区分の役割

①　報酬単価の多寡・職員配置

利用者の障害支援区分に応じて、報酬単価や職員配置を設定（※１）
　　　例）共同生活援助サービス費（Ⅰ）
　　　　　　区分１以下：242単位　→　区分６：661単位

②　市町村に対する国庫負担基準額

利用者の障害支援区分に応じて、市町村に対する国庫負担（精算基
準）の上限を設定（※２）
　　　例）居宅介護利用者
　　　　　　区分１：2930単位　→　区分６：24150単位

③　利用できるサービス

サービスの利用要件の１つとして、障害支援区分を設定
※１：障害支援区分に依らない報酬単価や人員配置もあり
※２：利用者毎のサービスの上限ではない。 13

共通編　Ｐ２２



障害者総合支援法の給付・事業

14

補装具　第5条第23項

•居宅介護
•重度訪問介護
•同行援護
•行動援護
•療養介護

•生活介護
•短期入所

•重度障害者等
包括支援

•施設入所支援
第28条第1項

• 自立訓練（機能訓練・生活訓練）
• 就労移行支援
• 就労継続支援（A型・B型）
• 就労定着支援（新規※）

• 自立生活援助（新規※）※H30.4.1～

• 共同生活援助 第28条第2項

• 基本相談支援

• 地域相談支援
（地域移行支援・地域定着支援）

• 計画相談支援 第5条第16項

• 再生医療

• 育成医療

• 精神通院医療★ 第5条第22項

自立支援給付　第6条

★原則として国が１／２負担

介護給付

訓練等給付

相談支援

自立支援医療

• 相談支援
• 意思疎通支援

• 日常生活用具
• 移動支援

• 福祉ホーム 等
 第77条第1項、3項

• 広域支援 • 人材育成 等  第78条

支援

地域生活支援事業

★国が１／２以内で補助

★自立支援医療のうち、精神通院医療の
実施主体は都道府県及び指定都市

共通編　Ｐ２３



各サービスと障害支援区分の対応（概略）

15

訪問系 日中活動系
施設
系

居宅
支援
系

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

重
度
障
害
者
等

包
括
支
援

生
活
介
護

短
期
入
所

療
養
介
護

施
設
入
所
支
援

共
同
生
活
援
助

非該当

区分１

区分２

区分３

区分４

区分５

区分６

ALS患

者等は
区分６

筋ジス、
重心は
区分５

50歳
以上は

区分２
以上

50歳
以上は

区分３
以上

※上記以外にも利用要件や加算要件、経過措置等あり

共通編　Ｐ２５
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Ⅱ　制度における障害支援区分の位置付け

Ⅰ　障害支援区分導入の経緯

Ⅱ　制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ　障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ　その他留意事項

Ⅴ　障害支援区分の現状と課題　



障害支援区分認定事務の流れ

17

市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況
②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定
※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>

一次判定の精査・確定
<STEP2>

①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目
③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○ 障害支援区分認定調査

　障害支援区分の判定等のため、市町村の認定調査員が、申請のあった本人及び保護者等と面接をし、３
障害（身体・知的・精神障害）及び難病等対象者共通の調査項目等について認定調査を行う。

　併せてサービスの利用意向聴取を行うことも可能

○ 概況調査

　　認定調査に併せて、本人及び家族等の状況や、現在のサービス内容や家族からの介護状況等を調査する。

○ 医師意見書の取得

　市町村は、市町村審査会に障害支援区分に関する審査及び判定を依頼するに際し、申請に係る障害者

の主治医等に対し、当該障害者の疾病、身体の障害内容、精神の状況など、医学的知見から意見（医師意
見書）を求める。

○　一次判定（コンピュータ判定）

　一次判定では、認定調査項目（80項目）と医師意見書（一部項目）を基にしたコンピュータ判定が行われる。

認
定
調
査



障害支援区分認定事務の流れ
共通編　Ｐ２８
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障害支援区分の認定調査項目（80項目）

19

共通編　Ｐ３０



認定調査票（抜粋）

20

共通編　Ｐ３１



概況調査票

21

共通編　Ｐ３２



医師意見書

22

共通編　Ｐ３５



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み

23

○　平成21年度～23年度の認定データ（約14,000件）から、申請者と同じ状態像にある障
害者の二次判定結果を抽出

○　抽出データのうち、最も確率の高い区分（二次判定結果）を障害支援区分の一次判
定結果とする。

認定調査項目 平成21年度～23年度
の認定データ
（約14,000件）

抽出データ
（申請者と同じ状態像にある

障害者の二次判定結果）医師意見書
（一部の項目）

申請者の心身の
状態等を確認

申請者と同じ状態像に
ある障害者の二次判

定結果を抽出

最も確率の高い区分（二
次判定結果）が障害支援

区分の一次判定結果

（心身の状態等に変化がない場合には、既に受けている区分（二次判定結果）に
“より近い”一次判定結果が出る仕組み）

①申請者に「必要とされ
る支援の度合」を数量化

②数量化の結果を
活用して抽出

共通編　Ｐ３７



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み

24

＜総合評価項目とは＞
平成21年～23年度の認定データ（約14,000件）等を基に、「介護者（支援者）による
支援の行為」や「認定調査における選択肢の回答傾向」が類似している項目を12の
グループ（群）にまとめたもの

①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

①起居動作
寝返り、両足での立
位保持など

⑦行動上の障害Ａ
支援の拒否、暴言暴行な
ど支援面

②生活機能Ⅰ 食事、排便など ⑧行動上の障害Ｂ 多動、こだわりなど行動面

③生活機能Ⅱ 移乗、口腔清潔など ⑨行動上の障害Ｃ
話がまとまらない、意欲欠
如など精神面

④視聴覚機能 視力、聴力 ⑩特別な医療 点滴の管理、経管栄養など

⑤応用日常
生活動作

掃除、買い物など ⑪麻痺・拘縮 麻痺、拘縮（意見書）

⑥認知機能
薬の管理、日常の
意思決定など

⑫その他
てんかん、精神障害の二
軸評価など（意見書）

認定調査（80項目）・医師意見書（24項目）

共通編　Ｐ３９



＜総合評価項目の点数の算出方法（その１）＞
各12グループ（群）を構成する項目（104項目）の選択肢は、統計的手法により所与
の得点を割り振られている。

（例）「起居動作」の場合

※各グループ（群）の最大合計点は100点
※各項目の「選択肢１（支援が不要等）」は0点
※「選択肢１」以外は統計的手法による配点を原則として相対的な点数を設定しているため、

項目ごとに選択肢の点数が異なる。

一次判定（コンピュータ判定）の仕組み

25

①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

寝返り 支援不要 0 見守り等 7.8 部分支援 10.4 全面支援 14.8
起き上がり 支援不要 0 見守り等 6.2 部分支援 8.9 全面支援 15.0
座位保持 支援不要 0 見守り等 6.8 部分支援 11.6 全面支援 15.9
両足立位 支援不要 0 見守り等 7.2 部分支援 9.4 全面支援 14.5
歩行 支援不要 0 見守り等 5.4 部分支援 7.7 全面支援 13.6
立ち上がり 支援不要 0 見守り等 5.1 部分支援 7.7 全面支援 14.8
片足立位 支援不要 0 見守り等 2.8 部分支援 3.4 全面支援 11.4

共通編　Ｐ４０



申請者の状態が
数量化

＜総合評価項目の点数の算出方法（その２）＞

認定調査・医師意見書の選択結果を基に各グループ（群）ごとの選択肢の合計点
を算出（＝「必要とされる支援の度合」を数量化）

（例）「起居動作」の場合

一次判定（コンピュータ判定）の仕組み

26

①申請者に「必要とされる支援の度合」の数量化

寝返り できる 0 見守り等 7.8 部分支援 10.4 全面支援 14.8
起き上がり できる 0 見守り等 6.2 部分支援 8.9 全面支援 15.0
座位保持 できる 0 見守り等 6.8 部分支援 11.6 全面支援 15.9
両足立位 できる 0 見守り等 7.2 部分支援 9.4 全面支援 14.5
歩行 できる 0 見守り等 5.4 部分支援 7.7 全面支援 13.6
立ち上がり できる 0 見守り等 5.1 部分支援 7.7 全面支援 14.8
片足立位 できる 0 見守り等 2.8 部分支援 3.4 全面支援 11.4

認定調査結果

認定調査項目等
各々の点数

グループ（群）
合計 49.0点

共通編　Ｐ４１



一次判定（コンピュータ判定）の仕組み

27

＜一次判定ロジックとは＞
一次判定ロジックは、次の（Ａ）（Ｂ）の２つの指標から成る。

（Ａ）判定条件の組み合わせ（状態像）
• 平成21～23年度の認定データ（約14,000件）等を踏まえ、二次判定結果と関連性

が高い「各項目の点数」や「各グループ（群）の合計点」の216の組み合わせ（216の
状態像）を作成

• 前述①での数量化の結果（総合評価項目の点数等）を用いて、216の組み合わせ
のうちの、どの組み合わせに申請者が該当するかを判断

（例）216の組合せのうちの、No.115の組合せ

②申請者と同じ状態像にある障害者の二次判定結果抽出

共通編　Ｐ４４



＜一次判定ロジックとは＞
一次判定ロジックは、次の（Ａ）（Ｂ）の２つの指標から成る。

（Ｂ）前述（Ａ）の組合せ（状態像）における二次判定結果のうち、「最も確率の高い区分
等とその割合」

• 平成21～23年度の認定データ（約14,000件）等を踏まえ、各組合せに該当する障
害者の二次判定結果の割合を示す。

（例）216の組合せのうちの、No.115の組合せにおける認定データ（実績）では、二次判
定結果が区分３であった者が80.4%

• No.115の組合せにおける、最も数値が高い区分は「区分３」となる。

一次判定（コンピュータ判定）の仕組み
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②申請者と同じ状態像にある障害者の二次判定結果抽出

共通編　Ｐ４５



各審査判定プロセスの目的と役割（認定調査と医師意見書）

29

市町村審査会
（二次判定）

市町村による
認定原案の作成
（一次判定）

①認定調査の選択状況

②医師意見書の一部項目を
用いて基準省令別表第2の
各条件式のいずれに該当
するかを判定

※判定ソフトにより自動で
判定

<STEP1>

一次判定の精査・確定
<STEP2>

①認定調査の特記事項
②医師意見書のうち判定式
で使用されない項目
③医師意見書の特記事項を
総合的に勘案し、該当す
る区分を決定

市
町
村
に
よ
る
認
定

申
請
者
へ
の
通
知

申
請
者
か
ら
の

市
町
村
へ
の
支
給
申
請

認定調査
の委託

認
定
調
査

医師意見書の取得
（主治医等へ依頼）

○　認定調査と医師意見書は①一次判定（コンピュータ判定）と②二次判定（市町村審査
会）それぞれで使用される。

○　認定調査において選択ミスがあった場合や、医師意見書において記載漏れがある場
合等、評価に誤りがあると、正しい一次判定結果は出ない。

○　また、認定調査や医師意見書の特記事項等において、十分な情報の記載がない場合
等においては、二次判定において十分な審査を行うことができない。

認定調査と医師意見書は、審査判定の根拠となる重要な情報

認定調査と医師意見書それぞれの観点から申請者を評価することで、より多角的に申
請者の状態を把握することができる。

共通編　Ｐ５１

障害支援区分の現状と課題について障害支援区分の現状と課題について
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Ⅱ　制度における障害支援区分の位置付け

Ⅰ　障害支援区分導入の経緯

Ⅱ　制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ　障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ　その他留意事項

Ⅴ　障害支援区分の現状と課題　



障害支援区分認定と要介護認定
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共通編　Ｐ５４



「障害支援区分」と「要介護認定」の主な考え方の違い
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共通編　Ｐ５５
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Ⅱ　制度における障害支援区分の位置付け

Ⅰ　障害支援区分導入の経緯

Ⅱ　制度における障害支援区分の位置付け

Ⅲ　障害支援区分の認定プロセス

Ⅳ　その他留意事項

Ⅴ　障害支援区分の現状と課題　



二次判定における上位区分への変更の割合
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二次判定における上位区分への変更の割合
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審査判定実績の地域差の要因について
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地域差・障害種別差が生じる要因
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地域差・障害種別差が生じる要因
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地域差・障害種別差が生じる要因
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地域差・障害種別差が生じる要因
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地域差・障害種別差が生じる要因
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地域差・障害種別差が生じる要因
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地域差・障害種別差が生じる要因

43



自治体の工夫
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地域差・障害種別差が生じる要因
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市町村担当者の課題
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市町村担当者の課題
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